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1. 概要 

1.1. はじめに 

1.1.1. 背景 

情報通信技術やデータを活用して第三者に多種多様なサービスの「場」を提供する

いわゆる「デジタルプラットフォーム」は、経済社会にとって不可欠な存在となりつつあ

る。 

近年、デジタルプラットフォーム上においてサービス提供事業者がデータを流通さ

せ、利用者の市場アクセスを飛躍的に向上させることから、デジタルプラットフォームは

重要な役割を果たすようになっている。他方で、取引の透明性が低いことや、取引先

事業者の合理的な要請に対応する手続き・体制が不十分であるといった懸念の指摘

もある。 

デジタルプラットフォーム事業者は、データを活用した革新的なビジネスを生み出す

イノベーションの担い手であり、当該事業者を中心として展開されるデータ流通におけ

る政策的課題を整理することは、デジタル取引の環境整備を行うにあたっても重要で

ある。 

 

1.1.2. 目的 

データ活用・流通に関する課題の整理に向けて、専門的かつ集中的に議論が必要

なテーマとして、「個人情報・プライバシー保護」の領域が存在する。本事業では、ＩｏＴ

推進コンソーシアム・データ流通促進ＷＧにおけるこれまでの議論を踏襲しつつ、デ

ジタルプラットフォーム事業者を中心とした取組の現状を把握するとともに、経済産業

省が令和 2 年に公表した「ＤＸ時代における企業のプライバシーガバナンスガイドブッ

ク」の趣旨も踏まえた形で、以下を実施することにより、企業の積極的なプライバシー

対応を促進し、デジタル取引市場の健全な発展へとつなげることを目的とする。 

 デジタルプラットフォーム事業者を中心としたプライバシー保護の取組の現状を把

握する。 

 データ活用・流通の前提となるプライバシー保護の在り方及びプライバシー保護

のために企業に求められる活動の標準を整理する。 
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2. プライバシー関連動向の収集と報告書・レポートの作成 

2.1. 概要 

近年、デジタル技術を用いた取引が市場のアクセスを飛躍的に向上させ、中でもデ

ジタルプラットフォームは重要な役割を担っている。 

デジタルプラットフォーム事業者は、その事業を行っていく上で、利用者の個人に

関する情報を取得・集約したり、ある利用者の情報を別の利用者や事業者に提供した

りする場合があることから、「個人情報・プライバシー保護」の領域において、デジタル

プラットフォーム事業者による取組みが進められている。その一方で、デジタルプラット

フォーム事業者によるプライバシー保護が不十分である等の理由から、デジタルプラッ

トフォーム事業者に対する政府による規制の動きも多くみられる。 

これらの背景から、デジタルプラットフォーム事業者及びデジタルプラットフォームを

利用してデータ活用・流通を行う事業者によるプライバシー保護の取組み、国内外に

おけるプライバシー関係の法制度、国際的なプライバシー関係の標準やルール整備

の動向を把握し、プライバシー関係の施策検討に必要な要素を明らかにすることを目

的に、日本国内及び主要国（米、ＥＵ、英、仏、独、豪、中国等）を中心に、デジタルプ

ラットフォーム事業者を中心とした取組動向の調査及びプライバシーに関連する政府

公表情報・記事等の収集を行った。 

収集対象となる項目は、デジタルプラットフォーム事業者のプライバシーに関連する

プレスリリース、OECD プライバシーガイドラインの関連情報、各国のプライバシー関連

法令に関する情報、プライバシーに関連する最新技術動向に関する情報とした。 

収集結果については、以下のとおりに取りまとめを行った。 

① 月次報告 

 国内外のプライバシーに関連する動向について、デスクトップ調査を行い、毎

月 1 回、情報源を明らかにした上で報告書を作成した。 

② トピック報告 

 収集対象のうち、経済産業省の指定する 3 つのトピックについてレポートを作

成した。 

 

 

2.2. 月次報告 

2.2.1 実施概要・実施結果 

2021 年 4 月から 2022 年 3 月の期間、デジタルプラットフォーム事業者を中心とし

た取組動向の調査及びプライバシーに関連する政府公表情報・記事等についてデス

クトップ調査を行うと共に、プライバシー関連について検討されている会議体へ参加す

ることで情報を収集し、調査結果として取りまとめた。 
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2.3 トピック報告 

2.3.1 調査概要 

収集対象のうち、経済産業省の指定する 3 つのトピックについてレポートを作成す

る。 

 デジタル広告における DPF（デジタルプラットフォーム）事業者の取組 

 海外における企業のプライバシーガバナンスの取組状況・プライバシーテックの

サービス類型 

 プライバシーフレームワーク（認証制度）に関する調査 

 

2.3.2 デジタル広告における DPF 事業者の取組 

 調査内容 

デジタル広告市場においてデジタルプラットフォーム事業者が、”プライバシー保

護” を標榜して行う取組（Apple の IDFA (Identifier for Advertisers)同意取得義務

化、Google の Chrome における Third-party Cookie 制限等）について、その背景、

概要、プライバシー法制上の要請との関係、プライバシー上の効果、利用事業者（広

告主等）に与える影響を調査し、整理する。 

 

 調査対象 

デジタル広告におけるデジタルプラットフォーム事業者によるパーソナルデータの

取扱い及びプライバシー保護に向けた取組について、Google、Apple を中心とするビ

ッグテックの動向を対象とする。 

 

 調査結果 

 プラットフォームの構造とデジタル広告の構造 

 プラットフォームの構造に起因する問題点としては、プライバシーや利用

者保護を理由とするルールメイキングを実施するが、不透明なルールメイ

キングにより他社排除、自社優遇の可能性を否定できないこと。 

 デジタル広告の構造に起因する問題としては、多数の多様なプレイヤー

が Personal Data を加工/流通させることによる Black Box 化。 

 問題意識の根幹は、Personal Data をコンテンツやアプリ提供者以外が① 

ユーザーを特定もしくは識別し、デバイス/サイトや事業者を越えて利用

すること、②その可否や仕組みをプラットフォーム事業者が独自にルール

メイキングすることであると考えられる。 

 デジタル広告のプライバシー保護に関する各プレイヤーの動向 

 欧米の厳しい法制度（GDPR、CCPA/CPRA 等）に対応するため自主規

制とこれを実現するためのソリューションを開発している。 
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 世界的なプラットフォーム事業者対アドテク企業という形でそれぞれが対

策を進めていることと、業界全体として調和を図ろうとする動きが同時並

行している。 

 ターゲティングに対する各プレイヤーの考え方 

 ターゲティングが規制されるなかで、コンテキストベースでの対策を考える

ケースもでてきおり、そのような対策は実現可能だが閲覧時の興味関心

でしかないため対象者属性をはじめ精度はかなり落ちるという問題も指摘

されている。 

 規制後の新たな広告モデルの台頭と日本の状況 

 国内におけるコンプライアンスを重視している傾向があるのではないか。 

 諸外国も含め新たな広告ビジネスの動向も注視しつつ、取組を進めてい

るように思われる。 

 

2.3.3 海外における企業のプライバシーガバナンスの取組状況・プライバシーテック

のサービス類型 

 調査内容 

「企業のプライバシーガバナンス」をこれから実践する企業にとって、参考となる具

体的なフレームワーク、ツール及びサービス等を把握することを目的とし、海外におけ

るデジタルプラットフォーム事業者によるプライバシーガバナンスの取組み事例及びプ

ライバシーテック企業によるソリューション事例について調査し、整理する。 

各事例は、取組概要及び企業のプライバシーガバナンスガイドブックとの関係（３つ

の要素／５つの重点項目のうちのどれに該当する取組か）、好事例と考えられるポイン

トや成果等（有識者の声、消費者の声、経営指数の変化等）等を整理する。 

プライバシーテック企業の提供するサービス事例を収集し、当該サービス内容を把

握し、類型化した上で取りまとめる。 

 

 調査対象 

調査対象とする国・地域は、欧州、米国とするがこれに限らない。企業のプライバシ

ーガバナンスの取組み事例及びプライバシーテック企業の提供するサービスを、それ

ぞれ１０件～１５件収集する。 

 

 調査結果 

プライバシーガバナンスの取組みを実践している企業は、NIST プライバシーフレ

ームワークの適用を宣言している、ISO/IEC ２７７０１の認証を取得している、APEC 

CBPRｓの認証を取得している、又はその他プライバシーへの取組みに関するリリース

等を発信しているという仮説をたて、それらに該当する欧州、米国に拠点を置くデジタ
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3. 「データ流通促進ＷＧ」の運営及び事務 

3.1. 概要  

IoT（Internet of Things）で様々な機器やデータ等がつながり、業界横断した活用が

進むと、ビジネスや社会全般に大きな革新をもたらすと期待されている。他方で、セン

サー等の機器の発達によって、取得されるデータにも変化がみられ、生活者のプライ

バシー侵害や、生活者が望まない形でデータが利用されることに対する漠然とした不

安を抱えていること、第三者提供に係る本人同意の取得が困難であること、事業者に

よる囲い込みにより、業界横断したデータ流通が進まないこと等、様々な理由で事業

者がデータ利活用を躊躇していることが指摘されるようになった。 

このような背景に鑑み、IoT 推進コンソーシアムは、2016 年 1 月に「データ流通促

進 WG（座長：森川博之東京大学教授）を設置し、データを活用したビジネスを検討し

ている事業者から寄せられた相談事項（契約に関する事項、流通するデータの扱いに

関する事項等）に対して、委員より、技術的観点・制度的観点・社会受容性の観点等

から、その解決に向けた助言等をすることで、事業化への後押しを行ってきた。 

デジタルプラットフォーム事業者を含む事業者は、データを活用した革新的なビジ

ネスを生み出すイノベーションの担い手である一方で、異業種間の適切なデータ流通

に関する透明性の確保や、個人情報やプライバシーの保護やセキュリティ確保等の観

点から、データ活用・流通に関する課題に直面している。 

本事業では、まず、先進的なビジネス・サービスを提供している事業者にヒアリング

し、ユースケースを収集した。続いて、収集したユースケースの中から、デジタルプラッ

トフォーム事業者やデータ利活用サービスの提供事業者がサービスを提供する場合

のユーザーに対する義務やデータの第三者に提供する際の課題の抽出と整理を行

い、選定したユースケースについて、WG で課題解決に向けた施策について議論と検

討を行った。議論の結果については、事例集として取りまとめて公表する。 
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方式において、サービス利用開始時に個人情報の提供が

必須でないことは、重要で望ましいと考えられる。 
 サービス利用とデータの第三者提供について、二段階で

同意を取得することは、ユーザーの納得感も高くなり、丁

寧で良いと思われる。 
 同意取得の際に、「同意する」ボタンしかないと、同意を

強制しているように見える。「同意しない」ボタンを設置

して、本人が選択できる仕組みにした方が良いのではな

いか。 
 第三者提供に関する二段階目の同意において、提供先の

利用規約確認後に、「同意しない」ことを選択できるよう

にした方が良いと思われる。 
 個人情報の提供先について、いつでも変更可能であるこ

とが予め提示されることで、ユーザーは安心してサービ

スの利用登録ができるのではないか。 
 通知と同意については、ISO/IEC29184 情報技術－オン

ラインにおけるプライバシーに関する通知及び同意の

JIS 化も進めているので参照すると良い。 
 プラットフォーム提供事業者に求められるユーザーへの対応 
 データ主体であるユーザーから見ると、プラットフォー

ム提供事業者が提供するプラットフォームが、データの

第三者提供先も含めたワンストップのプラットフォーム

となることから、一般的なサービスプロバイダーがデー

タを取得する時よりも、プラットフォーム提供事業者の

責任は重くなるのではないか。 
 プラットフォーム提供事業者は、プラットフォーム利用

事業者とユーザーの結節点を握ることとなるため、二段

階同意方式に加えて、わかりやすく詳細な通知をするこ

とが求められるだろう。例えば、サービスについて図やイ

ラストを用いて説明する、ユーザーエクスペリエンスの

ジャーニーを示すなどといったことが、今日的には求め

られていくのではないか。 
 取得データの機微性とセンシティビティが高いことか

ら、二段階同意方式にとどまらず、より高い次元でのわか

りやすさやコントロールのしやすさを目指すことが求め
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られるため、予め、プラットフォーム提供事業者に求めら

れる水準が高いと認識することが重要と考える。 
 プラットフォーム提供事業者に求められる第三者提供先への

対応 
 二段階同意において、第三者提供先の個別の利用規約を

確認する際に、利用目的・用途が単に「マーケティング用

途」という記載である場合、利用用途が不明瞭のまま、ユ

ーザーに同意を迫ることになり、既存の一段回同意取得

と変わらなくなる。 
 ユーザーが本サービスを利用する際には、プラットフォ

ーム提供事業者のブランドへのトラストに基づき、デー

タ提供に同意する人が多くなることが予想される。その

ため、プラットフォーム提供事業者は、第三者提供先の利

用規約の内容を精査し、データの利用目的・用途を明確に

記述するよう依頼する等、プラットフォーム提供事業者

として管理することが必要となると思われる。 
2. ユーザーが提供した情報を削除した場合のポイントの扱い 
 ポイントの扱いについては、プラットフォーム提供事業者で

はなく、ポイントを提供するプラットフォーム利用事業者が

決めるところになる。ただし、プラットフォーム提供事業者

が一定の規律を作成することもありうることから、各事業者

がきちんとルールを作って決めるべきである。 
 ユーザーの提供情報削除時のポイントの扱いについては、ポ

イント付与のタイミングで処理することがあり得る。一定期

間、データを活用する期間があってから、ポイントが付与さ

れるのであれば、サービスに登録してデータを提供し、ポイ

ント取得後すぐにデータの削除依頼をすることで、不当にポ

イントが取得されることも避けられるのではないか。 
3. サービス未登録の生活者に対する対応 
 サービス登録者への説明だけではなく、このサービスの使用

や撮影を避けたい人、知らずに写り込んでしまった人への説

明についても、十分に検討する必要がある。 
 サービス開始時は、一定程度、カメラのある場所が認知され

ている状態を作れると思うが、サービスが進展してデジタル

サイネージなどとの連携が進むと、一般の生活者には、どの

カメラで情報が取得されているかがわからなくなると考えら
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すると考えられる。しかし、本ケースは、このような個人

識別符号の取得には当たらないと思われる。 
7. 音声データ取得に関する通知と同意取得における配慮事項 
 音声データ取得目的の限定 
 コールセンターなどの苦情対応や、商談の契約段階にお

いて具体的な説明が必要となる場面などの音声データ取

得は、利用目的が明確で生活者に納得してもらいやすい

と思われる。ただし、それ以外のシーンでは、カメラ画像

よりも音声データの取得の方が生活者にとっては抵抗が

強くなる可能性があるのではないか。 
 特に、会話が取得されることは、自分の考えや行動そのも

のが取得されることになるため、より抵抗感が強くなり

得ると思われる。そのため、カメラ画像よりも、利用目的

を限定的なものとして、生活者が納得する形での同意を

取得する必要があるのではないか。 
 音声データ取得の事前告知と通知 
 音声データ取得に同意している来店者ばかりではなく、

音声データを取得される店舗には行きたくないと考える

生活者や、音声データ取得に同意していない来店者の音

声を意図せずに拾ってしまう可能性もあることから、そ

れらの人にも配慮した対応が望ましい。 
 音声データ取得の事前告知や通知は、カメラ画像の場合

と同様では足りないと思われる。カメラ画像の場合には、

カメラ設置場所周辺で事前告知をすれば良いが、音声デ

ータの場合には、ピンマイクを付けていても通常はその

用途はわからないため、録音機器を装着している人の周

りの音声データが取得されていることが、来店者がすぐ

に判別できるような状態とすることが望ましい。 
 音声データの取得の際には、誰が録音しているか、いつ録

音を開始し、いつ終了するのかがわかるように説明をし、

同意を得た上で録音を行うことが望ましい。 
8. プラットフォーム提供事業者の責任 
 データ取得事業者に対する対応 
 業務委託契約であるならば、責任は委託元企業側にある

ため、委託の条件や契約をきちんと定め、責任分界を明確

にする必要があると考えられる。 
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 業務委託先であるプラットフォーム提供事業者が、

Application Service Provider としてツールを提供する場

合には、通知または公表は委託元となるデータ取得事業

者がすべきことであると考えられる。ただし、一般的に委

託元企業にはそれらに関する知見が乏しい場合もあるた

め、来店者や従業員への対応について、データ取得事業者

に情報を提供し、教育をすることは、プラットフォーム提

供事業者の責任となると思われる。 
 データ取得事業者と従業員への対応 
 データ取得事業者の従業員にとっては、ピンマイクの装

着や自らの接客中の音声データの収集を、企業側の優越

的地位の濫用により行わされている可能性があり得る。 
 従業員に対しては、一定程度の音声データの取得は、雇用

契約の範囲で可能な場合もあるが、音声データ取得に同

意しないことで不利益を被ることがないようにし、事前

の意思確認を行い、自由意志のもとで同意書にサインを

求める等の対応が必要であると考えられる。新たな用途

で音声データを取得する場合には、その都度、同意書を取

得することが望ましい。 
 大規模に導入する場合には、事前に労働組合と話をする

ことなどの対応を行うことが望ましい。 
 委託元企業が、従業員が同意せざるを得ない状況で対象

者全員から同意書を取得する可能性もあり得るため、委

託先であるプラットフォーム提供事業者が、委託元企業

による優越的地位の濫用が生じないようサポートをする

必要があると考えられる。 
 

 

3.2.3. 結果 

WG では、事業者がビジネス・サービスを展開する際に直面している、もしくは今後

直面する可能性のある課題と論点について検討した。これらの成果については、今後

のデータ利活用の促進と、生活者にとって有用なサービスが展開されるための一助と

すべく、データ流通促進 WG で得られた知見として、2021 年 3 月に公表した「新たな

データ流通取引に関する検討事例集第 1 分冊改訂版」に事例を追加し、2022 年 3

月末に公表予定である。 



37 

なお、WG では、事業者のビジネスに関する具体的な課題についても検討を行う

が、事例集では、それらを抽象化し、今後、データの利活用が進展した際に、同様の

ビジネス・サービスを提供する事業者が直面する可能性のある課題と論点としてまとめ

ている。 

 

 

3.3. ヒアリング 

IoT・AI・ビッグデータ等の領域でデータ利活用の先進的なビジネス・サービスを提

供している事業者に、結果の非公開を前提としてヒアリングを実施した。 

 

3.3.1. 実施概要 

ヒアリング対象事業者については、IoT 推進コンソーシアム会員で WG での相談を

希望する事業者、データ利活用の領域において先進的なビジネス・サービスを提供し

ている事業者、データ流通促進 WG 事務局が相談を受けた事業者等のうち、経済産

業省と協議の上、選定した。ヒアリング対象事業者のビジネス・サービス領域としては、

AI、DX、HR、シェアリングエコノミー、小売、位置情報サービス、カスタマーサービス等

を中心に、データ利活用の先進的なサービスを提供している 10 社に対して、ヒアリン

グを実施した。 
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図表 15 ヒアリング時に用いた質問事項 

 

 

上記「ヒアリング時に用いた質問事項」を事業者に事前送付し、 

（１） サービス概要 

（２） データ流通促進における課題や問題意識 

（３） サービスにおける具体的な内容 

（４） その他、ご要望等 

について質問することに加えて、各事業者の状況に応じた課題などについて、ヒアリン

グを行った。 

 

3.3.2. ヒアリング実施結果 

ヒアリングを実施した結果として、データ流通促進 WG のユースケースとして「情報

提供者に配慮した情報の第三者提供同意スキームの構築事例」と「店舗における従

業員および顧客の音声データの利活用事例」を選定し、検討した。 

ヒアリングにあたっては、WG でのユースケースとして取り扱うことに至らなかった事

業者に対しても、各事業者の要望に応じて、データ流通における論点整理や WG 委

員への相談の機会なども設けた。 

ヒアリングにてお聞かせいただきたい内容

① サービス概要

② データ流通促進における課題など、どういった点について問題意識を持たれているの か︖

③ サービスにおける下記の具体的な内容（お伺いできる範囲にて）
A) データ取得時︔

• 取得データの内容や個人情報該当性
• 通知公表の方法
• 生活者とのコミュニケーションの方法

B) データ利活用時︔
• 利活用データの内容や個人情報該当性
• 利活用方法（匿名化・統計化、第三者提供、共同利用）等
• 生活者・第三者との間での契約・同意取得の内容

④ その他、ご要望等

参考︓データ流通促進WG http://www.iotac.jp/wg/data/
「新たなデータ流通取引に関する検討事例集第1分冊改訂版概要」

「新たなデータ流通取引に関する検討事例集第1分冊改訂版」
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ヒアリング対象事業者に対するヒアリング結果として、明らかになったデータ流通と利

活用における共通点としては、以下の点が挙げられる。 

① サービス設計の段階から、本事業で実施している「カメラ画像利活用 SWG」で

作成し公開した「カメラ画像利活用ガイドブック ver2.0」を参考とする事業者が

増えている。 

② 「カメラ画像利活用ガイドブック ver2.0」において、データ取得時に必要な対応

が整理されていることから、多くの事業者がこれを参照して対応している。 

③ カメラ画像に限らず、データの利活用においてはまだ整理されていない課題

があると感じている事業者が多く、特に、データを利用することに対する社会

受容性が十分には得られていない点に対する懸念が大きかった。 

④ 特に、進歩の著しい AI 等の分野においては、未整理の課題や顕在化してい

ない論点が多く、本 WG に対しての事業者からのニーズも高い。 

 

 

3.4. まとめ 

事業者へのヒアリングやデータ流通促進 WG における議論を通じて、事業者が直

面している共通の課題や問題意識が整理された。今後、新規サービスが創出され、デ

ジタルプラットフォーム上で様々データが統合され流通することが進めば、個人情報

やプライバシー保護、セキュリティにおける課題はより複雑化することが予想される。こ

れら課題に対して適切な対応がなされぬまま、デジタルプラットフォーム上でデータが

流通すると、生活者のプライバシー侵害や、生活者が望まない形でのデータが利用さ

れることに対する漠然とした不安が高まり、データ流通促進の阻害要因となりうる。個

人情報とプライバシーの保護とデータの適切な利活用を考慮した上での、技術的観

点・制度的観点・社会受容性の観点等からの検討は重要性が増すと考えられる。 
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4. 企業のプライバシーガバナンスモデル検討会の運営及び事務 

4.1. 概要 

分野・産業の壁を超えてデータに関する取引を活性化させることを目的とした「IoT

推進コンソーシアム・データ流通促進ワーキンググループ」（座長：森川博之東京大学

大学院教授）では、パーソナルデータ等の流通を伴う事例に対し、関連法制度（個人

情報保護法など）の観点、及びその他配慮が必要となる事項（プライバシー保護など）

の観点から、生活者から一定の信頼を得るために必要なこと等について助言を実施し

てきた。 

データ流通促進 WG において、プライバシーガバナンスに関する検討の必要性が

明確となったことを受け、2019 年 10 月、データ流通促進ワーキンググループの下に、

企業に求められるプライバシーガバナンスについて、ビジョン、管理体制構築、事業へ

の落とし込み、消費者やビジネスパートナーとの関係構築など、重要となる項目を整

理・検討するため「企業のプライバシーガバナンスモデル検討会」（座長：佐藤一郎国

立情報学研究所教授）を設置し、2020 年 8 月に経済産業省・総務省より「企業のプラ

イバシーガバナンスガイドブック ver1.0」2（以下、プライバシーガバナンスガイドブック）

を公表した。 

加速するデジタル時代において、デジタルプラットフォーム事業者をはじめとする、

データ活用・流通の担い手である企業において、個人情報を取り扱う機会の増大によ

りプライバシーガバナンスの必要性が増している。一方で、公開されているプライバシ

ーガバナンスに対する取組事例もまだ少なく、これからプライバシーガバナンスの取り

組みを始めようとする企業にとっては、プライバシーガバナンスの導入が困難であると

いう課題があった。そのため、今年度、プライバシーガバナンスガイドブックの記載内

容の充実を図るべく、プライバシーガバナンスに取り組む企業へヒアリングを行い、プ

ライバシーガバナンスに取り組もうとする企業にとって参考となる取組を実施している

企業の事例のプライバシーガバナンスガイドブックへの掲載について検討を行った。 

 

 

4.2. ヒアリング調査 

4.2.1. 実施概要 

昨年度までに、ヒアリングを実施した企業を踏まえつつ、プライバシーガバナンスモ

デル検討会での話題提供、プライバシーガバナンスガイドブック事例更新、プライバシ

ーガバナンスガイドブックに関するウェビナーの内容充実につなげていくことを目的

に、プライバシーガバナンスを実践している企業、企業のプライバシーガバナンスモデ

 

 
2 DX 時代における企業のプライバシーガバナンスガイドブック ver1.0 
https://www.meti.go.jp/press/2020/08/20200828012/20200828012-1.pdf 
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ル検討会委員から推薦いただいた企業、プライバシーガバナンスに関するアンケート

回答企業などを対象に、22 社を選定し、ヒアリングを実施した。 

 

図表 16 ヒアリング時に用いた質問事項 

 

 

ヒアリングに際しては、 上記「ヒアリング時に用いた質問事項」を事業者に事前送付

し、 

（１） プライバシー対応への取組状況 

（２） プライバシーガバナンスの取り組みによる成果 

（３） プライバシーへの課題意識 

（４） プライバシーガバナンスガイドブックへの期待 

（５） グローバルなプライバシーガバナンスの取組状況 

（６） プライバシーガバナンスに関するウェビナー・アンケートへの要望 

について質問することに加えて、各事業者の状況に応じた課題などについて質問し

た。 

 

ヒアリングにてお聞かせいただきたい内容
① プライバシー対応への取り組み状況

• 個人情報保護法対応含め、プライバシー対応、各国の個人情報保護法など取り組みについてお聞かせください。

② プライバシーガバナンスの取組による成果
• 顧客からの反応や何かしらの事業指標など、プライバシー対応に取り組んだことでの成果として、良い影響が見ら
れた点はございますか︖

③ プライバシーへの課題意識
• 最近のプライバシーに関する動向等を踏まえて、どういった点について課題意識を持たれていますか︖

④ プライバシーガバナンスガイドブックへの期待（新規事例を追加してver1.1を2021年7月公開）
• 今後本ガイドブックを改善していく上で必要な点について、ご意見をお聞かせください。（ガイドブックの新たな
項目や他社事例など）

• 今後プライバシーについてのガイドブックとして、公開した方が良いテーマは、どういったものがありますか︖
（カメラ画像ガイドブックのようなテーマガイドブックなど）

• 御社の取組の経験を踏まえて、プライバシーガバナンスガイドブックを実践する上で、多くの企業で課題になると
思われる点として、どのようなものがありますか︖

⑤ グローバルなプライバシーガバナンスの取り組み状況
• データを越境移転する場合の体制や個別のマニュアル等は整っていますか︖

⑥ プライバシーガバナンスに関するアンケート・ウェビナー
• プライバシーガバナンスに関する他企業の取組や動向に関し、御社が知りたいこと等はありますか ︖
• プライバシーガバナンスガイドブックの普及のため、ウェビナーを実施しておりますが、取り上げて欲しいテーマ
として、どうようなものがありますか︖
参照︓「企業のプライバシーガバナンスセミナー」 第1回（2021年7月）、第2回（同9月）、CEATECセミナー（同10月）

「プライバシーガバナンスに関するアンケート結果（速報版）」（2021年10月）
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4.4. まとめ 

Society5.0 の実現により、デジタルプラットフォームにおけるデータの利活用はイノ

ベーション創出の源泉であり、ビジネスのコアとなることが予想されている。同時に、デ

ジタルプラットフォームにおいて取り扱うデータの範囲が広がることで、プライバシーに

関わる問題は多様化・複雑化することが予想され、企業にとっては、何らかの組織的な

対応が必要となってきている。実際に、本事業で実施したアンケートにおいても明らか

になったように、消費者のプライバシーへの関心は高まっており、消費者がプライバシ

ーの観点から企業を評価・峻別し始めている。 

プライバシーガイドブック ver1.0 では、企業経営者及び経営戦略・支援担当者向け

に、企業に求められるプライバシーガバナンスとして、今後の企業経営者が取り組む

べき要件、そして組織体制を明らかにした。また、プライバシー問題は企業だけで解

決できることは多くないことから、消費者を含む社会との関係について、消費者やステ

ークホルダーとのコミュニケーション等について提示した。 

今年度は、プライバシーガバナンスガイドブックの普及や消費者のプライバシーへ

の関心の高まりに伴い、プライバシーガバナンスに取り組もうとする企業が増えたこと

から、それらの企業にとって参考となる取組事例を追加することにより、プライバシーガ

バナンスガイドブックの充実を図った。2021 年 7 月に公開したプライバシーガバナン

スガイドブック ver1.1 では、企業に求められる「体制の構築」に関する２事例、2022 年

2 月に公開した ver1.2 では、「プライバシー保護責任者の指名」に関する２事例、「内

部監査部門やアドバイザリーボードなどの第三者的組織の役割」に関する２事例 、

「プライバシー影響評価（PIA）」に関する２事例を追加し公開した。 

本事業では、企業ヒアリングや企業のプライバシーガバナンスモデル検討会におけ

る議論を通じて、プライバシーガバナンスに関して、企業が直面している共通の課題

や問題意識を整理した。今後、デジタルプラットフォーム上で様々なデータが統合され

流通することが進めば、プライバシーガバナンスに対して適切な対応がなされないこと

は、消費者・生活者のプライバシーの侵害のリスクが高まるだけではなく、企業全体の

経済的かつ社会的な価値に深刻な影響を与え企業価値を毀損する可能性があること

から、デジタルプラットフォームを提供する企業と利用する企業ともに、プライバシーガ

バナンスの重要性がより高まる。また、プライバシーガバナンスを取り巻く環境は、技術

の進歩や社会の関心においても変化していく。そのため、今後も、企業だけではなく

消費者や社会のニーズ等に応じた検討を継続することが重要である。 
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5. 「DX 時代における企業のプライバシーガバナンスガイドブック」の利用状況の把

握・普及啓発 

5.1. 概要 

データ活用・流通に関する課題の整理に向けて、専門的かつ集中的に議論が必要

なテーマとして、「個人情報・プライバシー保護」の領域が存在する。この「個人情報・

プライバシー保護」の領域に関し、IoT 推進コンソーシアム「データ流通促進ワーキン

ググループ」（座長：森川博之 東京大学教授）の下に、安全なデータ流通を促進する

ことを目的に、個人情報・プライバシー保護等に着目した「企業のプライバシーガバナ

ンスモデル検討会」（座長：佐藤一郎 国立情報学研究所教授）を 2019 年より設置し

ている。 

「企業のプライバシーガバナンスモデル検討会」は、Society5.0 に向けてイノベーシ

ョンが加速する中で、企業の個人情報・プライバシー保護への要請が高まっている状

況を踏まえ、新たな事業にチャレンジしようとする企業が、プライバシー問題について

能動的にマネジメントし、ひいては新たな事業の円滑な実施に不可欠な信頼の獲得

に繋がるプライバシーガバナンスの構築に向けて取り組むべきことを「DX 時代におけ

る企業のプライバシーガバナンスガイドブック ver1.06」としてまとめ、2020 年に経済産

業省及び総務省より公表した。その後も、「企業のプライバシーガバナンスモデル検討

会」は検討を進め、事例の充実を図った形で、2021 年 7 月に「DX 時代における企業

のプライバシーガバナンスガイドブック ver1.17」、2022 年 2 月には「DX 時代における

企業のプライバシーガバナンスガイドブック ver1.28」を公表するに至った。 

「DX 時代における企業のプライバシーガバナンスガイドブック」の利用状況の把握・

普及啓発の取組では、デジタルプラットフォーム事業者を含めた企業を対象に、「DX

時代における企業のプライバシーガバナンスガイドブック」 の利用状況や個別事例を

把握することを目的として企業向けアンケート調査を実施するとともに、消費者のプラ

イバシーに対する意識や消費者から見たプライバシー保護に取り組む企業の抽出を

行うために、消費者向けアンケート調査を実施した。加えて、デジタル取引市場の健

全な発展に資するため、企業の積極的なプライバシー対応を促進することを目的に

「企業のプライバシーガバナンスセミナー」を実施した。「企業のプライバシーガバナン

 

 
6 経済産業省ニュースリリース「DX 時代における企業のプライバシーガバナンスガイドブック

ver1.0」を策定しました 

https://www.meti.go.jp/press/2020/08/20200828012/20200828012.html 
7 経済産業省ニュースリリース「DX 時代における企業のプライバシーガバナンスガイドブック

ver1.1」を策定しました 

https://www.meti.go.jp/press/2021/07/20210719001/20210715009.html 
8 経済産業省ニュースリリース「DX 時代における企業のプライバシーガバナンスガイドブック

ver1.2」を策定しました 

https://www.meti.go.jp/press/2021/02/20220218001/20220218001.html 
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業種：①情報通信、②製造、③金融・保険・不動産 

職種：①法務、②コーポレートガバナンス・内部統制、③経営・企画 

従業員規模：①5,000 人超、②1,001 人～5,000 人、③301 人～1,000 人 

役職：①管理職、②一般職、③専門職 

 

なお、議論の詳細な内容および視聴者の属性情報については、イベントレポートと

して、経済産業省ホームページ 16にて公開されおり、今後 IoT 推進コンソーシアムの

ホームページにおいても公開される予定である。 

 

 

5.3. プライバシーガバナンスに関するアンケート調査 

本事業においては、プライバシーガバナンスの普及啓発の一環として、アンケート

調査を実施した。調査概要を示した後に、調査票、調査結果について述べる。 

 

5.3.1. アンケート調査概要 

アンケート調査は、本事業の一環として、消費者向け・企業向けにそれぞれ実施し

た。それぞれのアンケート調査に関する概要は、以下の通りである。 

 

a. 消費者向けアンケート調査 

消費者向けアンケート調査では、消費者視点から見たプライバシーに配慮した取組

を行っている企業の抽出を行うとともに、プライバシーに関する考え方や受け止め方な

どの調査項目を設定し、幅広い世代から、300 人程度の回答を得られるよう、調査を

実施した。 

消費者向けの調査であることから、回答者には消費者としての立場で回答頂くことと

し、消費行動上のプライバシーに関する質問を実施する想定から、回答者が自ら消費

行動を行う際の決定権を有することが望ましいため、18 歳以上を回答者の対象とし

た。また、消費行動上のプライバシーに対する感じ方等は、年代によって異なる可能

性があることから、年齢の上限を設けなかった。 

 調査対象：18 歳以上 

 回答回収目標数：300 人 

 調査方法：インターネット調査 

 

 
16 経済産業省ホームページ掲載 第 3 回企業のプライバシーガバナンスセミナー イベントレポ

ート 
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/privacygovernance_seminar_report_202
1_3.pdf 
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b. 企業向けアンケート調査 

企業向けアンケート調査は、「DX 時代における企業のプライバシーガバナンスガイ

ドブック ver1.0」17の利用状況や個別事例を把握することを目的にすることから、個人

情報・プライバシーに感度の高い企業や、IoT・ビッグデータ・AI などの利活用を推進

する企業として、大企業のみならず、スタートアップ企業、中小企業なども含めて対象

に、プライバシーガバナンスへの取組状況を調査し、その中から優れた取組を行って

いる企業の抽出を行うため、実施した。また、アンケート調査から企業の抽出を行うた

めに、一定数の母集団を確保する必要がある事から、100 社程度の回答数を得ること

を目標に実施した。 

 調査対象：個人情報を取り扱う企業を中心としたスタートアップ企業、中小企

業、大企業など 

 回答回収目標数：100 社 

 調査方法：インターネット調査 

 

5.3.2. アンケート調査票 

a. 消費者向けアンケート調査 

消費者向けアンケート調査では、前述の通り、プライバシーに関する考え方や受け

止め方などを中心に調査項目を設定した。また、「DX 時代における企業のプライバシ

ーガバナンスガイドブック ver1.0」で推奨される経営者の三要件や重要事項を実際に

行っていた場合に、どのように感じるかという視点での評価なども、調査項目に盛り込

んだ。 

 

b. 企業向けアンケート調査 

企業向けアンケート調査では、「DX 時代における企業のプライバシーガバナンスガ

イドブック ver1.0」の利用状況や個別事例を把握することから、「DX 時代における企

業のプライバシーガバナンスガイドブック ver1.0」で推奨される経営者の三要件や重

要事項の取組状況を伺う調査項目を中心に作成した。また、消費者向けアンケート調

査において、プライバシーに関する考え方や受け止め方に関する調査項目を設けた

ことから、企業向けアンケート調査においても同様の主旨の調査項目を設け、消費者・

企業間の認識のズレなども見られるように設計した。 

 

 
17 本アンケート調査設計時点（2021 年 4 月～6 月）においては、「DX 時代における企業のプライ

バシーガバナンスガイドブック ver1.0」が公表された最新のガイドブックであったことから、調査票の

設計においても同ガイドブックを踏まえて、設計を行った。 
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5.3.3. アンケート調査結果 

消費者向けアンケート調査及び企業向けアンケート調査の調査期間・有効回答数

は、それぞれ以下の通りである。 

<消費者向けアンケート調査> 

調査期間：2021 年 8 月 

有効回答数：314 件 

<企業向けアンケート調査> 

調査期間：2021 年 9 月 

有効回答数：214 件 

 

消費者向け及び企業向けアンケート調査より得られた回答結果については、2021

年 10 月に「プライバシーガバナンスに関するアンケート結果（速報版） 18」に公表し、

2022 年 3 月には詳細報として「【概要版】プライバシーガバナンスに関する調査結果

（詳細報）」「【全体版】プライバシーガバナンスに関する調査結果～アンケート調査詳

細報～」 19を公表した。 

 

プライバシーガバナンスに関する調査結果では、主に以下のような内容が明らかに

なった。 

 

図表 31 プライバシーガバナンスに関する調査結果の概要 

＜消費者意識＞ 

 消費者の 73.6％は、プライバシー保護に関して、関心がある。 

 消費者の 70.4％は、金銭的利益やポイントの有無に関わらず、個人に関する

情報の提供に関して、慎重である。 

 消費者の 88.5％は、類似商品の選択の際に、企業のプライバシーへの取組を

考慮している。 

 

<企業意識> 

 

 
18 一般財団法人日本情報経済社会推進協会「プライバシーガバナンスに関するアンケート結果

（速報版）」 
https://www.jipdec.or.jp/topics/news/20211018.html 
19 一般財団法人日本情報経済社会推進協会「プライバシーガバナンスに関するアンケート結果

（詳細報）」 
https://www.jipdec.or.jp/topics/news/20220318.html 
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 企業の 58.7％は、企業自身がプライバシーへの取組を発信することで、少なか

らず消費者の消費行動に影響を与えることができると考えている。 

 

<利活用に対する期待と不安に関する消費者意識と企業意識> 

 51.2％の企業は、“消費者は「リスクに対する不安の方が期待よりも大きい」と感

じている”と回答した。 

 これに対し、利活用への期待とリスクへの不安に関し、消費者の回答は「どちら

とも言えない」が最多となっている。 

 

<企業がプライバシー対応に取り組んだ切っ掛け> 

 「規格の取得・更新」が最多だったが、「企業のブランド戦略の一環として信頼さ

れる企業イメージ向上のため」という回答が２番目に多く（30%以上）、企業側に

おいてもプライバシー保護の取組を進めることで差別化を図る試みが進められ

ているものと考えられる。その他、「プライバシー侵害で問題となった企業の報

道」「プライバシー性のある情報の取扱い機会・取扱量の増加」「サイバー攻撃」

といったきっかけが挙げられた。 

 

<プライバシーガバナンスに対する企業の取組状況と消費者の評価> 

 「プライバシーに関する姿勢の明文化」「保護に関する責任者の設置」「保護組

織の構築」に関しては、約半数の企業が現在取り組んでいる一方、「外部の有

識者などの第三者に意見を聞く」「ルールの策定・周知」「従業員教育」に関して

は、取組が進んでいない。 

 海外売上の有無別、従業員規模別で見てみると、「プライバシーに関する姿勢

の明文化」「保護に関する責任者の設置」「保護組織の構築」について、それぞ

れ「明文化している」「置いている」「全社的に取り組んでいる」と回答した企業

は、海外売上が“ある”企業、従業員規模の大きな企業の方が多い結果となっ

た。同様に、「ルールの策定・周知」「従業員教育」について、海外売上が“ある”

企業、中堅・大企業の方が、それぞれ「周知している」「実施している」が多い結

果となった。他方、「外部の有識者などの第三者視点による取組の見直し」につ

いても、海外売上が“ある”企業、中堅・大企業の方が「見直している」と回答し

た企業が相対的には多いが、他２つの取組と比べて全体的に低調である。 

 消費者の評価としては、全ての項目において、消費者の過半数が「評価できる」

と回答するとともに、「評価できない」という回答は 10%を下回る結果となった。 

 

<消費者コミュニケーションに対する企業の取組状況と消費者の評価> 
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 消費者は自身に関する情報の提供に慎重なことから、企業は積極的に消費者

とコミュニケーションを行うことで、消費者の信頼を獲得し、企業価値を高められ

ると考えられる。実際、消費者意識調査を除く全ての消費者コミュニケーション

に対して、消費者の過半数は「評価できる」と回答しており、「評価できない」は

10%前後の回答に留まっている。しかし、消費者とのコミュニケーションは、まだ

多くの企業が道半ばである。 

 海外売上の有無別、従業員規模別で見た場合、「問題発生時のフォロー」「苦

情相談窓口の設置」「取組等の WEB 紹介」「同意確認機能の提供」は、海外売

上が“ある”企業、中堅・大企業の方が、「実施している」と回答した割合がまだ

高い結果となったが、「定期的なレポート」「消費者団体との対話」「活用事例の

紹介」「FAQ の作成」「消費者意識調査の実施」は海外売上の有無や従業員規

模の大小に関わらず、まだ進んでいない結果となった。 

 

<ガイドブックの認知度> 

 企業向けに行った調査においては、55.3%の企業がガイドブックの存在を「知っ

ている」と回答した一方、ガイドブックの内容に関しては企業の 72.9％が「知らな

い」と回答している。 

 消費者向けに行った調査においては、ガイドブックの存在を知っていた・見聞き

したような気がした消費者は 29.6％に留まり、70.4％の消費者は「知らなかっ

た」と回答している。 

 

<ガイドブックの必要性> 

 今回のアンケート調査を通し、プライバシーガバナンスの基本的な考え方を知

った企業の 86.6％は、プライバシーガバナンスへの取組が必要だと回答してい

る。 

 

 

5.4. まとめ 

上記のように、「DX 時代における企業のプライバシーガバナンスガイドブック」の利

用状況の把握・普及啓発においては、プライバシーガバナンスに関する調査（アンケ

ート調査）、企業のプライバシーガバナンスセミナーを実施してきた。 

データ活用・流通の前提となるプライバシー保護の在り方及びプライバシー保護の

ために企業に求められる取組等の周知を行った「企業のプライバシーガバナンスセミ

ナー」においては、申込登録者数は延べ 5,489 名、視聴者数（ユニークユーザー）は

延べ 6,077 人となり、多くの方々に視聴頂いたことからもプライバシー保護の在り方及
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びプライバシー保護のために企業に求められる取組等の周知活動として、一定の成

果を得ることができた。 

また、プライバシーガバナンスに関する調査において、プライバシーへの取組のき

っかけとして、36.1%が「企業のブランド戦略の一環として信頼される企業イメージ向上

のため」19と回答しており、消費者の信頼獲得のため、プライバシーガバナンス構築へ

の取組は現時点では差別化戦略として、将来的には当たり前の取組として実装されて

いくのではないかと考えられる。消費者側に目を向けると、88.5％の消費者が類似商

品選択の際には企業のプライバシーへの取組を考慮する 19など、消費者のプライバ

シーに対する関心が非常に高いことが明らかとなった。 

こうした消費者のプライバシー意識の高まりからも、Society5.0 の時代において、デ

ータ利活用・流通の前提となる企業のプライバシー保護への取組は重要なものであ

り、企業のプライバシーガバナンス構築への取組が消費者の安心・安全のためにも必

要不可欠なものとして、今後広がっていくのではないかと考えられる。 
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6. 「カメラ画像利活用 SWG」の運営及び事務 

6.1. 概要 

デジタルプラットフォーム事業者をはじめとする、データ活用・流通の担い手である

企業にとって、データ活用・流通に関する課題の整理に向けて、専門的かつ集中的に

議論が必要なテーマとして、「個人情報・プライバシー保護」の領域が存在する。 

IoT の急速な普及に伴い、様々な機器によって人々の動きを解析し、産業や事業

においてデータを利活用することが一般化してきている。それらの機器によって取得さ

れたデータは、ネットワーク化され、組み合わされることにより、様々な価値を生み出す

ものであり、様々なイノベーションが創出されることが期待されている。一方、センサー

等の機器の発達によって、生活者のプライバシー侵害や、生活者が望まない形でデ

ータが利用されることに対する漠然とした不安等、事業者によるデータ利用への不安

が発生しているとの指摘もあった。特にカメラ画像の利活用にあたっては、事業者の利

活用ニーズが高い一方で、生活者が撮影を避けきれない場合があったり、カメラを見

ただけではカメラ画像が何に使われているかわからない、意図的でなく無意識の行動

も撮影されてしまうなど、解析技術の進化により、後日予想もしていなかった情報がわ

かるようになってしまう可能性もあるなど、利活用にあたり、留意しなければならない特

徴がある。 

IoT 推進コンソーシアムでは、平成 28 年 7 月に、コンソーシアム内に設置されたデ

ータ流通促進ワーキンググループ（座長：森川博之 東京大学大学院教授）の下に、

カメラ画像の利活用について検討する“カメラ画像利活用サブワーキンググループ”

（座長：菊池浩明 明治大学専任教授）を設置し、実際に事業者が検討している利活

用シーンから、事業者による個人情報保護法で定められる個人情報の保護を前提とし

た上で、事業者が生活者のプライバシーを保護し、生活者と適切なコミュニケーション

を図るに当たっての配慮事項を整理した。平成 29 年 1 月に「カメラ画像利活用ガイド

ブック ver.1.0」が公表され、平成 30 年 3 月に、新たな利活用シーンを追加検討した

「カメラ画像利活用ガイドブック ver.2.0」が公表された。本事業では、それらの成果を

踏まえ、カメラ画像に関し、その活用の前提となるプライバシー保護の在り方及びプラ

イバシー保護のために企業に求められる活動の配慮事項を整理することで、企業の

積極的なプライバシー対応を促進し、デジタル取引市場の健全な発展へとつなげるた

めに、令和 3 年 6 月～令和 4 年 3 月にかけて、令和 2 年・令和 3 年改正個人情報

保護法への対応の観点、プライバシー保護の観点等から、配慮事項等の見直しにつ

いて、カメラ画像利活用 SWG にて検討を行い、「カメラ画像利活用ガイドブック

ver.3.0」をとりまとめた。 
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 事業者による自主的な取組を促す仕組みの在り方（法定公表事項として安全管

理のために講じた措置を追加する、本人が合理的に予測できる程度に利用目的

を特定しなければならない旨を明確化する）等 

 

b. プライバシー保護の観点からの追加検討 

 プライバシーの観点から検討を深め「3.2 プライバシー保護について」をカメラ画像

利活用ガイドブックへ追加した。 

3.2 節の中に「（1）基本的な考え方」として以下を整理した。 

 生活者のプライバシーや肖像権を違法に侵害することを防ぐため、以下について

適切に行う必要がある。 

 カメラ画像を利用する目的が正当であり、撮影の必要性があること。 

 撮影方法・手段や利用の方法が相当であること。 

 カメラ画像の公表を伴っていなくても、撮影（取得）自体についてプライバシーの

侵害が問われる場合もある。 

 

さらに、3.2 節の中に「（2）具体的に注意すべき点」として 3 点を整理した。 

 特定の個人のデータを取得する時間的範囲・空間的範囲が広がる程、特定の個

人の行動が詳細に把握可能となるため、プライバシーの観点から注意が必要であ

る。 

 カメラ画像から、人種、信条、健康、内心など、生活者の最も私的な事項に係る情

報を抽出して検知したり、推定を行ったりすることについては、プライバシーへの

影響が高いため、慎重な配慮が求められる。 

 公共空間（道路、公的施設等）、準公共空間（駅、複合施設内通路、道路に面し

た店舗前の空間等）においては、社会生活上その空間の利用を避けることが困難

である場合も想定されるため、カメラ画像の利用目的の正当性、撮影の必要性、

撮影方法・手段の相当性などが合理的に説明可能かを慎重に確認する必要があ

る。 

 

c. ガバナンスの観点からの整理 

プライバシーガバナンスやアジャイルガバナンス等の考え方を踏まえ、カメラ画像利

活用ガイドブックの「4.配慮事項」の全体構成や「4.1 基本原則」を再整理した。 
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図表 38 配慮事項の全体構成 

 

 

d. その他技術進展等に応じた検討 

エッジ側で画像が処理されるケースや、クラウドサービスを利用するケースも増えて

きたことから、「4.4 設計時の配慮」「4.8 管理時の配慮」等に、注意喚起すべき内容を

追加した。 

また、「4.6 取得時の配慮」に関して、プライバシー配慮の観点から、撮影の対象と

なる場所において、最低限生活者へ通知されるべき情報項目を整理した。 

 

6.2.3. カメラ画像利活用ガイドブック ver3.0 

カメラ画像利活用 SWG を計 5 回開催し、検討結果を踏まえて、令和 4 年 2 月に

「カメラ画像利活用ガイドブック ver3.0（案）」を取りまとめ、パブリックコメントを実施した

（令和 4 年 2 月 17 日～令和 4 年 3 月 2 日）。パブリックコメント募集期間中には業界

団体への「カメラ画像利活用ガイドブック ver3.0（案）」の説明なども実施した。パブリッ

クコメントでは、合計 25 件のご意見をいただいた。 

 ご意見を踏まえて対応案を検討し、「カメラ画像利活用ガイドブック ver3.0」を取りまと

めた。 
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図表 39 カメラ画像利活用ガイドブック ver3.0 の目次 

 

 

 

6.3. まとめ 

近年では、撮影機器の著しい発達に伴い、カメラ（又はそれに準じる機器）で取得

することの可能なデータが多岐に亘り、それらデータを利活用する目的も多様化して

いる。これにより、生活者はカメラ撮影によって取得された画像がどのような目的で取

得され、どのような利活用をされているかがさらに把握しにくくなっている側面もあること

から、カメラ画像利活用に対する生活者の受容性を担保するため、生活者とのコミュニ

ケーションが益々重要になっている。 

事業者が、カメラ画像等、生活者の情報を取り扱う場合には、個人情報保護法を遵

守するだけでなく、生活者のプライバシーや肖像権が私法上も保護されており、その

侵害に対して生活者による損害賠償請求や差止請求が認められていることを認識し、

生活者の人格的な権利・利益を損なうことのないよう、十分な配慮をすることが求めら

れる。 

事業者はデータ利活用に係るイノベーション促進に関しての中心的役割を果たして

いるが、同時に、データ利活用から生活者等に生じるリスクの低減を自ら図っていくこ

とが望まれる。事業者には、生活者の権利や利益を守り、生活者とのコミュニケーショ

ン等を通じて、社会からの信頼を獲得しながら事業を推進することが求められている。 
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カメラ画像利活用ガイドブックは、カメラ画像を利活用する事業の検討・実施、カメラ

に写り込み得る生活者とのコミュニケーション等において、法令遵守を前提としつつ、

プライバシー保護の観点から、適法性だけでなく生活者と事業者間での相互理解や

信頼関係を構築するために、事業者の自主的な取組を促すための参考とするもので

ある。 

デジタルプラットフォーム事業者をはじめとする、データ活用・流通の担い手である

企業が実施する、カメラ画像利活用に係るサービスにおいても、生活者とのコミュニケ

ーションや、ビジネスパートナーとのコミュニケーションを適切に行い、プライバシー保

護の取組を進めることで、生活者からの信頼を得、円滑なデータの利活用が可能にな

る。カメラ画像利活用時ならではの特徴に留意した、カメラ画像利活用ガイドブックが

改訂され、普及することで、令和 2 年・令和 3 年改正個人情報保護法などを含む国内

外の動向にも照らして適切な個人情報・プライバシー保護の取組が、国内に浸透する

ことが期待される。 
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7.「JIS Q 15001」の改正原案の作成 

7.1 概要 

コンピュータの使用による情報技術の進展及びインターネットなどのネットワークの

普及に伴い、事業者が大量の個人情報を扱い、それを容易に加工・蓄積・流通するこ

とができる状況が出現し、個人情報の適切な利用と保護が極めて重要となるなか、各

事業者におけるマネジメントシステムによる個人情報の取組みを促進し、高度情報通

信社会の健全な発展と消費者保護を目的として、通商産業省（現在の経済産業省）が

作成した“民間における電子計算処理に係る個人情報の保護に関するガイドライン”

を基礎として、平成 11 年に、JIS Q 15001:1999（個人情報保護に関するコンプライア

ンス・プログラムの要求事項）として初版が作成された。その後、平成 18 年、平成 23

年、平成 29 年の改正（図表 40 参照）を経てきた。 

情報通信技術やデータを活用して第三者に「場」を提供するいわゆる「デジタルプラ

ットフォーム」を運営するデジタルプラットフォーム事業者やデジタルプラットフォームの

利用事業者にとっても、個人情報保護マネジメントシステムを運用し、個人情報の保

護に取り組むことは消費者からの信頼を得るために非常に重要な要素であり、JIS Q 

15001 はデジタル取引の環境整備に資する規格である。 

 

図表 40 2017 年の JIS 改正概要 

 

 

個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律（令和 2 年 6 月 12 日公

布、令和 2 年 12 月 12 日一部施行、令和 4 年 4 月 1 日全面施行）及び「デジタル社

会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和 3 年 5 月 19 日公布）」に

よる個人情報保護法の一部改正等により、これらの改正法に整合する規格とするた

め、「JIS Q 15001」の改正が必要となった。 
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（参考資料） 

 JIS 作 01-資 01 対応表（本文と附属書 A 及び附属書 B、個人情

報保護法と附属書 A 及び附属書 B） 

（以下、委員会共通） 

 JIS 改 01-資 01-01 JIS Q 15001:2017 原稿（現行版） 本文 

 JIS 改 01-資 01-02 JIS Q 15001:2017 原稿（現行版） 解説 

 JIS改 01-資 02 対応表（抜粋）（本文と附属書A及び附属書B、

個人情報保護法と附属書 A 及び附属書 B） 

 JIS 改 01-資 03-01 個人情報の保護に関する法律等の一部を

改正する法律（概要）（個人情報保護委員会） 

 JIS 改 01-資 03-02 個人情報の保護に関する法律（令和二年

法律第四十四号による改正、令和 4 年 4 月 1 日施行） 

 JIS 改 01-資 04-01 個人情報の保護に関する法律についての

ガイドライン（通則編）令和 3 年 8 月一部改正（個人情報保護委

員会） 

 JIS 改 01-資 04-02 個人情報の保護に関する法律についての

ガイドライン（外国にある第三者への提供編）令和 3 年 8 月一部

改正（個人情報保護委員会） 

 JIS 改 01-資 04-03 個人情報の保護に関する法律についての

ガイドライン（第三者提供時の確認・記録義務編）令和 3 年 8 月

一部改正（個人情報保護委員会） 

 JIS 改 01-資 04-04 個人情報の保護に関する法律についての

ガイドライン（仮名加工情報・匿名加工情報編）令和 3 年 8 月一

部改正 （個人情報保護委員会） 

 JIS 改 01-資 05-01 公的部門（国の行政機関等・地方公共団体

等）における個人情報保護の規律の考え方（令和 3 年個人情報

保護法改正関係）（個人情報保護委員会） 

 JIS 改 01-資 05-02 学術研究分野における個人情報保護の規

律の考え方（令和３年個人情報保護法改正関係）（令和 3 年個

人情報保護法改正関係）（個人情報保護委員会） 

 JIS 改 01-資 05-03 個人情報の保護に関する法律（デジタル社

会形成整備法第 50 条による改正後の個人情報保護法の条文

（参考用））（個人情報保護委員会） 

 JIS 改 01-資 05-04 個人情報の保護に関する法律（デジタル社

会形成整備法第 51 条による改正後の個人情報保護法の条文

（参考用））（個人情報保護委員会） 
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また、個人情報保護リスク及びリスクアセスメントについても見直しが行われ、本人の

権利利益の保護、個人情報の利用目的をベースに考えるべき等の意見があり、個人

情報ライフサイクル等について解説に書き、整理した。 

改正個人情報保護法に合わせる見直しだけではなく、上記の点を含め改正原案の

作成が行われた。 

デジタルプラットフォーム事業者にとっても、個人情報保護マネジメントシステムを運

用し、個人情報の保護に取り組むことは消費者からの信頼を得るために非常に重要な

要素である。この規格の改正によって、デジタル取引の環境整備が進むことが期待さ

れる。 
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8. 「ISO/IEC 29184」の JIS 原案の作成 

8.1. 概要 

2020 年の新型コロナウイルスの拡大などにより人間の社会活動、経済活動の重点

はますますサイバー空間へとシフトしている。オンライン取引における事業者と消費者

の有効な合意形成を図ることは Society 5.0 実現に向けた重要な要素の一つである。

また、経済活動のグローバル化が急速に進展しているところであり、特にデジタルプラ

ットフォーム事業者やこれを利用するサービス事業者が大きな役割を担っているオンラ

インサービスは、容易に国境を越えて提供されるものであることから、グローバルなプラ

イバシー保護に関する基準のもとで消費者と事業者の信頼関係を構築することはパ

ーソナルデータの利活用を促進する上で重要な要素である。 

2014 年 10 月に経済産業省が公表した「消費者向けオンラインサービスにおける通

知と同意・選択のためのガイドライン」を基礎として、日本が国際規格案を提案し、

ISO/IEC JTC1 SC27/WG5 において ISO/IEC 29184：2020（Information technology – 

online privacy notice and consent：情報技術－オンラインにおけるプライバシーに関

する通知及び同意）が 2020 年 6 月に発行された。 

この規格は、個人識別可能情報（Personally identifiable information : PII）処理の際

に、組織がどのように PII を処理するか、PII が収集される個人に対し、明確で容易に

理解できる情報を提示する基礎を提供し、公正で、証明可能で透明性があり、曖昧で

なく、かつ取消し（撤回可能）な方法で PII 主体から同意を得るためのものである。ま

た、PII の収集及び処理について、オンラインにおけるプライバシーに関する通知の内

容及び構成並びに PII 主体に同意を求めるプロセスを方向付ける管理策を規定して

いる。PII 管理者又は PII を処理するその他のエンティティ（事業者、組織等）が、PII

主体に処理について説明するあらゆるオンライン環境に適用される。 

このような背景及びデジタル社会における個人情報の取扱いの時勢を踏まえ、経済

産業省は、ISO/IEC29184:2020 を基礎とした日本産業規格を制定することとし、JIS 原

案作成委員会を設置し、審議を通じて JIS 原案の取りまとめを行った。 

 

 

8.2. 原案作成委員会開催概要 

ISO/IEC 29184：2020（Information technology – online privacy notice and consent：

情報技術－オンラインにおけるプライバシーに関する通知及び同意）JIS 原案作成委

員会は、中立者 6 名、生産者 3 名、使用者 3 名からなる構成とし、OpenID  

Foundation 理事 﨑村 夏彦氏に委員長に就任いただいた。 
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る。一方、データの取得時等に事業者が消費者の理解を十分に得ないままにパーソ

ナルデータの利活用を進めた結果、消費者の不安や混乱を招くケースも散見される。 

また、経済活動のグローバル化が急速に進展しているところであり、各国のプライバ

シー保護法制に対してどのように向きあっていくのかという戦略に焦点が当たってい

る。特にデジタルプラットフォーム事業者やこれを利用するサービス事業者が大きな役

割を担っているオンラインサービスの多くは、容易に国境を越えて提供されるものであ

ることから、グローバルなプライバシー保護に関する基準のもとで消費者と事業者の信

頼関係を構築することは、パーソナルデータの利活用を促進する上で重要な要素で

ある。 

ISO/IEC JTC1 SC27/WG5 ではプライバシーに関わる国際標準が多く策定してい

るが、その中でも中核をなす ISO/IEC29100:2011（JIS X 9250:2017）の“プライバシー

フレームワーク”や ISO/IEC29134:2017（JIS X 9251:2021）の“プライバシー影響評価”

の JIS 化が取り組まれてきた。これらに加え ISO/IEC29184 の“オンラインにおけるプラ

イバシーに関する通知及び同意”が JIS 化されることで、グローバルな視点を持ったプ

ライバシーへの取り組みが国内に浸透することが期待される。 




